
℡ 076-298-3580

県教育委員会事務局、市町教育委員会の

相談窓口については、以下をご覧ください。

体罰相談窓口一覧

（県教育委員会HPへ）

相談員対応受付時間は毎日8時30分～21時00分です。

夜間（21時00分～翌8時30分）については、留守番電話対応となっ

ています。直接相談員による対応をご希望の場合は、対応受付時間に

かけ直していただくか、折り返し先を明らかにしたメッセージを残し

てください。緊急の要件の場合は、２４時間子供SOS相談テレホンに

ご連絡ください。

体罰相談テレホン（体罰１１０番）

明るく楽しい学校生活を送るために、ひとりで悩まず相談

してください。

○対 象 小・中・高校生本人、保護者など

○相談時間 ８時３０分～２１時００分

毎日対応しています。

（別紙５）

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/kyousyoku/documents/r2taibatusoudanmadoguti.pdf
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/kyousyoku/documents/taibatusoudannmadogutiitirann_1.pdf
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/kyousyoku/documents/taibatusoudannmadogutiitirann_1.pdf
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